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第三種郵便物認可　平成25年９月１日（日曜日）中小企業タイムズ（5）

富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録
を

　
　
　
　祝
い
ポ
ス
タ
ー
作
製

T O P I C S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大月商店街組合協同組合

　大
月
商
店
街
協
同
組
合

（
小
俣
孝
理
事
長
）は
、富
士

山
が
「
世
界
文
化
遺
産
」

に
登
録
さ
れ
た
の
を
記
念

し
て
、同
登
録
を
祝
う
ポ
ス

タ
ー
を
作
製
し
、約
70
の
加

盟
店
で
掲
示
。「
祝 

富
士

山
世
界
文
化
遺
産
登
録
」

の
文
字
の
下
に
、「
富
士
の

眺
め
が
日
本
一
美
し
い
街

『
お
お
つ
き
』」
と
P
R
し

て
い
る
。

　大
月
市
で
は
、富
士
山
が

美
し
く
見
え
る
19
の
山
々
を
秀
麗
富
嶽
十
二
景
と
し
て
選
定
し
、

写
真
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
を
実
施
し
て
お
り
、商
店
街
で
は
、J
R
大

月
駅
で
乗
降
す
る
大
勢
の
登
山
客
の
誘
客
対
策
と
し
て
、コ
ン
テ

ス
ト
写
真
の
商
店
街
へ
の
展
示
、登
山
客
に
疲
れ
た
足
を
癒
や
し

て
も
ら
い
、街
中
に
引
き
込
ん
で
食
事
や
買
い
物
を
楽
し
ん
で
も

ら
お
う
と
足
湯
カ
フ
ェ
の
設
置
、商
店
街
マ
ッ
プ
の
作
製
配
付
な

ど
の
策
を
講
じ
て
き
た
。

　世
界
文
化
遺
産
登
録
記
念
第
1
弾
と
し
て
、6
月
29
日
に
は
、

「
富
士
登
山
の
安
全
」
「
大
き
な
ツ
キ
の
あ
る
大
月
市
の
に
ぎ
わ

い
」
も
祈
念
し
て
、大
月
市
に
協
力
し
、餅
つ
き
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

し
、1
0
0
人
に
つ
き
た
て
の
餅
を
振
る
舞
っ
た
。

　記
念
イ
ベ
ン
ト
の
第
2
弾
と
し
て
ポ
ス
タ
ー
と
マ
ッ
プ
を
作
製
。

マ
ッ
プ
に
は
、大
月
区
民
公
園
内
や
国
道
20
号
大
月
バ
イ
パ
ス
の

歩
道
な
ど
、J
R
大
月
駅
か
ら
徒
歩
5
〜
10
分
で
行
け
、富
士
山

が
き
れ
い
に
見
え
る
ス
ポ
ッ
ト
6
カ
所
を
掲
載
し
、来
店
客
に
配

付
し
て
い
る
。

　同
組
合
は
、世
界
文
化
遺
産

登
録
を
「
ス
タ
ー
ト
」
に
、富

士
山
の
文
化
や
自
然
、美
し
い

景
観
を
末
永
く
守
り
、後
世
に

引
き
継
ぐ
た
め
、行
政
の
取
り

組
み
に
積
極
的
に
協
力
す
る

と
と
も
に
、富
士
山
の
登
山
客

や
富
士
山
の
撮
影
を
目
的
と

し
た
客
を
商
店
街
に
回
遊
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、大
月
市
と

商
店
街
の
活
性
化
に
繋
げ
よ

う
と
さ
ま
ざ
ま
な
活
性
化
策

を
講
じ
て
い
く
と
い
う
。

富士山ビューポイントマップ

祝 富士山世界遺産登録ポスター

高年齢者活用促進コース
　高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対し、助成金を支給し
ます。

　支給金額　
①新分野への進出、職務の再設計の実施。②作業環境、機械設備の導入・改善。③高年齢者
の雇用管理制度の整備。④定年の引上げ等。①から④のいずれかの措置の実施に要した費
用の2分の1（中小企業は3分の2）
　ただし、当該活用促進措置の対象となる、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用
保険被保険者1人につき20万円を上限とします（500万円を上限）。

高年齢者労働移動支援コース
　定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望す
る者を、職業紹介事業者※の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、助成金
を支給します。
　※雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

　支給金額
雇入れ1人につき70万円 
（短時間労働者※を雇い入れる場合は1人につき40万円） 
※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

　問合せ先　　
山梨高齢・障害者雇用支援センター TEL055-236-3163 　（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
のホームページ（ http://www.jeed.or.jp/）でもご案内しています。）

高年齢者雇用安定助成金を新設しました

〈支給額〉
○正規の常用雇用者（県外から配置転換した者を含む。）　▶60万円/1人
　　ただし、県内に居住する若年者（既卒3年以内かつ35歳未満）又は企業
整理等による非自発的離職者　▶100万円/1人

○非正規の常用雇用者（県外から配置転換した者を含む。）　▶30万円/1人
　　ただし、県内に居住する若年者（既卒3年以内かつ35歳未満）又は企業
整理等による非自発的離職者　▶50万円/1人

〈限度額〉
○1社当たり1億円

　山梨県内への企業立地や事業拡大等による雇用の創出に対して、雇用した人数に応じて奨励
金を支給します。
■支給要件
　対象業種毎に定めた人数を雇用していただきます。施設整備等の資産取得要件はありません。
■支給方法
　操業開始届の提出後、1年間の継続雇用を確認して奨励金を支給します。
※当該事業に対して、県産業集積促進助成金又は県情報通信関連企業立地促進費補助金との
併給はできません。（どちらかを選択していただきます。）
※継続要件（雇用3年間かつ事業10年間）を満たさない場合には、奨励金を返還していただくこ
とがあります。

山梨県雇用創出奨励金について

■問い合わせ先　山梨県 産業労働部 労政雇用課　TEL：055-223-1562/FAX:055-223-1564
　　　　　　　　MAIL：rosei-koy@pref.yamanashi.lg.jp

企業参入型農業
物流関連業 20人以上
コールセンター業
製造業等  なし
新エネルギー業
情報サービス業 10人以上
本社業務事業
特認事業

対象業種 支給額等
要　件

雇用人数 資産取得

不
法
投
棄

  

一
斉
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

　
T O P I C S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・富士吉田市環境事業協同組合

　8
月
3
日（
土
）、富
士
吉
田

市
環
境
事
業
協
同
組
合（
松
浦

真
吾
理
事
長
）は
、公
益
財
団
法

人
富
士
山
を
き
れ
い
に
す
る
会

主
催
の
「
富
士
山
環
境
美
化
前

期
ク
リ
ー
ン
作
戦
2
0
1
3
」

に
あ
わ
せ
、吉
田
口
登
山
道
を
メ

イ
ン
に
同
組
合
の
組
合
員
全
社

の
参
加
に
よ
る
不
法
投
棄
一
斉

監
視
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、約

2
8
0
㎏
の
不
法
投
棄
物
を
回

収
し
た
。

　同
組
合
は
、平
成
24
年
6
月

1
日
か
ら
2
年
間
、富
士
吉
田
市

と
家
庭
系
一
般
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
及
び
資
源
物
の
処
理
の
共

同
受
注
の
委
託
契
約
を
締
結
し
、業
務
を
実
施
し
て
い
る
。ゴ
ミ

行
政
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
同
組
合
は
、世
界
文
化
遺
産
登
録
が

さ
れ
た
富
士
山
の
環
境
美
化
に
も
積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
方

針
で
、今
年
度
新
た
に
、富
士
吉
田
市
と
不
法
投
棄
対
策
業
務
委

託
を
締
結
し
た
。

　富
士
山
は
、世
界
自
然
遺
産
登
録
を
目
指
し
て
い
た
が
、ゴ
ミ

の
不
法
投
棄
な
ど
に
よ
る
環
境
悪
化
や
開
発
に
よ
り
本
来
の
自

然
が
保
た
れ
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
自
然
遺
産
と
し
て
の
登

録
が
で
き
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。今
回
、山
頂
の
信
仰
遺
跡
群

や
富
士
五
湖
な
ど
を
含
む
25
件
を
「
構
成
資
産
」
と
し
、正
式
名

称
は
「
富
士
山
―
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
」
と
し
て
文
化

遺
産
に
決
定
さ
れ
た
。し
か
し
、世
界
遺
産
登
録
は
ゴ
ー
ル
で
は

な
く
、富
士
山
を
守
る
た
め
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。清
掃

活
動
や
廃
棄
物
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
の
ゴ
ミ
対
策
、登
山
者
等
へ
の

マ
ナ
ー
啓
発
及
び
植
樹
活
動
な
ど
富
士
山
の
環
境
を
守
る
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
を
行
う
こ
と
が
世
界
自
然
遺
産
登
録
を

維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

　今
後
、同
組
合
の
車
両
に
は
、

「
不
法
投
棄
防
止

　巡
視
中
」
等

の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
常
に
貼
り
、日

常
的
に
不
法
投
棄
の
抑
止
を
行

う
他
、後
期
ク
リ
ー
ン
作
戦
へ
の

参
加
を
含
め
、積
極
的
に
組
合
を

あ
げ
て
の
一
斉
監
視
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
、あ
わ
せ
て
不
法
投
棄

物
の
回
収
も
行
っ
て
い
く
。

不法投棄物の回収

合同出発式に参加する組合員


